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特別損失(監査費用等)の計上に関するお知らせ 
 

当社は、2024 年 10 月期第４四半期会計期間（2024 年８月１日〜2024 年 10 月 31 日）において、以
下のとおり 62 百万円の特別損失を計上する見込みとなりましたので、お知らせいたします。 
 
１．特別損失の内容 

 当社は、2024 年４月 23 日付けで第三者委員会を設置し、その調査に係る付随関連費用として、
2024 年９月 17 日付で 2024 年 10 月期第３四半期会計期間（2024 年５月１日〜2024 年７月 31 日）
において特別損失（特別調査費用等）を公表致しました。その後、2024 年９月６日付けで「過年度
の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」及び「決
算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について」並びに「「内部統制報告書の訂正報告書」の提出
に関するお知らせ」を公表いたしました。これらの公表において追加された監査費用及び 2024 年 10
月期第４四半期（2024 年８月１日〜2024 年 10 月 31 日）においても、仰星監査法人が継続して行
った追加監査費用及び 2024 年９月１日付で組成した再発防止委員会に係る費用の合計 62 百万円を、
特別損失（監査費用等）として計上することとなりました。 
 

２．業績に与える影響 
2024 年１０月通期連結業績予想につきましては、本日公表する「業績予想の修正に関するお知ら

せ」において開示致します。 
以上 


